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循環型社会研究会（Workers Club for Eco-harmonic Renewable Society）とは

循環型社会研究会は、10 年来有志で環境問題現場でのフィールドワークを中心に活動しておりましたが、2002 年の 7 月 3 日
に特定非営利活動法人の法人格を取得しました。

「次世代に継承すべき自然生態系と調和した循環型社会のあり方を地球的視点から考察し、地域における市民、事業者、行
政の循環型社会形成に向けた取組みの研究、支援、実践およびそのための交流を行う」ことを目的として活動しております。
単に、資源のリサイクルや物質循環に注目するだけでなく、自然生態系と調和した未来世代にとっても維持更新が可能な仕
組みを備えた具体的な地域における循環型社会づくりと、それを担う “循環ワーカー” の養成がわれわれのテーマです。
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　電車に乗って席に座る。ふと前の席を見ると、座っている人全てがスマホを手に、指を忙しく動かして、
見入っている。電車は見知らぬ駅に止まり、ドアが開いて、全員がその駅で降りる。並んでスマホに見入っ
たままゾロゾロ同じ方向に歩きだした。その先頭が頑丈で重々しいドアにたどり着いた。今、そのドアを開
けようとしている。そこは 2011 年 3 月 11 日から 9 万 9 千 999 年と 364 日 23 時間 59 分後、地下深い核廃棄
物処理場のドアの前だった。
　そこで目が覚めた。使用済み核燃料が無害化するには 10 万年を要するという。10 万年後の人間は、今と
同じ姿カタチだろうか。会話があるのか。笑うのか。スマホに支配されたロボットになっていないか。我々
の祖先である現生人類がアフリカからユーラシアへ移動を開始したのが７万年程前ともいわれている。その
頃、現生人類だけではなくネアンデルタール人という別種の人類もいた。人類の 10 万年前、自由な会話が
できていたのかどうか。姿カタチも毛むくじゃらで、見た目はチンパンジーに近かったかもしれない。もし、
人類がこの先 10 万年生きのびることができたとしても、ある時期を契機として衰退への道に突き進むので
はないだろうか。
　あの東日本大震災からわずか 2 年しか経っていない。今年も 3 月 11 日は、テレビ、新聞での復興への特
集満載だ。しかし、福島第一原発を廃炉にするのに 40 年もかかるという。人類はすでに 2011 年 3 月 11 日を
契機として、文明なのか何なのか、もっと重大で大切なことの急速な衰退が始まったような気がしてならない。
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　2012 年度　循環ワーカー養成講座　第 4 回

「グローバルなCSRへの取り組み
　　　　　　―環境活動から労働問題まで」
講師： 吉川 美奈子 氏 （株式会社 アシックス CSR・サステナビリティ室 室長）
日時：2012 年 9 月 14 日（金）　18：30 ～ 20：30
会場：ノルドスペース　セミナールーム（東京都中央区京橋 1-9-10 フォレストタワー 8F）
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1.はじめに
　私はアシックスに入る前にも、ある会社でマ
ーケティングや広報、CSRを担当しておりま
した。よく転職した理由を聞かれますが、それ
はまさにアシックスの取り組むCSRのチャレ
ンジにつながることだったんですね。前の会社
では、私はシンガポールに赴任していました。
税金が安いので各国の大企業がどんどん進出し
て、世界からたくさんの人々がやってきていた
んです。労働の現場を見ると、1つのチームの
中でもフィリピン人、インドネシア人、インド
人、中国人、イタリア人、アメリカ人と多様な
国籍の人たちがいる中で、ビジネスを進めてい
かなくてはなりませんでした。こうした環境で
は、日本人の持っている文化はグローバルスタ
ンダードではなく、アジアの中でも特異なんで
す。日本人はすごく賢くて、仕事も早く正確
で、いい考えを持っているのにそれが伝わらな
い。日本人のコミュニケーションスタイルはビ
ジネスの場面では、足を引っ張ることが多いで
す。例えばインド人が「できる」と言ったこと
も、それは日本人にとって「できない」レベル

に等しいんですね。でもコミュニケーションの
中では、「できる」と言った人の案が通ってい
きます。こうした文化の違いから、日本人はど
うしても苦しい立場に置かれてしまう。それ
は、日本人に限らずグローバルの中での日本企
業の姿でもあると思うんですね。日本企業がグ
ローバルに展開していく中で、最近どんどん韓
国など新興国に押されてプライドが持てなくな
っていますが、私はどうにかして日本企業に元
気になってほしい、日本人に誇りを取り戻して
働いてほしいと思って、アシックスに入社しま
した。その軸をぶれさせることなく、「誰がど
う思うか」ではなく「何が正しいか」を大事
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削減10％」「化学物質管理の継続的強化」「業
界をリードするSustainableな製造工程開発」
の3つを掲げたんですね。10％というのは、社
内での協議や様々なデータ収集を重ねた結果の
数値目標です。
　ここで一つ、数値目標を立てるきっかけ、ベ
ースとなった大きな活動としてご紹介したいの
が、マサチューセッツ工科大学（MIT）との

「ASICS − MIT　環境・サステナビリティ共
同研究プロジェクト」です。ステークホルダー
との協働によって、サプライチェーンでの環境
負荷を削減する取組みですね。皆さん、一足の
ランニングシューズを組み立てるために必要な
工程数は何工程だと思いますか？ 工程が多い
ほどエネルギーを使い、環境負荷は高くなりま
す。一足あたりの部品は65、実に750もの工程
を経て作られているんです。靴工場には、糊を
つけている人、縫っている人、切っている人、
叩いている人などがおり、それぞれの作業をし
ています。そのため、それだけ多くのエネルギ
ーを使っているので、アシックスが「私たちを
取り巻く環境をまもり、世界の人々とその社会
に貢献する」という理念を掲げているように、
実際に環境負荷を削減しなくてはならないと考
え、学術的知見のあるMITとの共同研究を行
ったわけですね。
　まず、ランニングシューズの環境負荷測定を
行いました。バリューチェーン全体における1足
あたりのCO2排出量は、約14キログラム。100

ワットの電球を1週間継続使用した場合と同等
の量です。では、原材料調達・製造・輸送・使
用・廃棄のうち、どの段階で最も多くCO2を排
出しているのか？ これは明らかで、製造工程
が全体の約68％を占めています。そのため、
サプライヤーと協働した取組みが重要だったん
ですね。プロジェクトでは、中国にある製造委
託先工場へ出向いて研究に必要な工程観察とデ
ータ収集を実施し、今後の継続的改善のために
学びを共有しました。その結果、具体的なCO2

削減策として、材料の代替、材料ロスの削減、
パーツ数の削減、工場でのエネルギー代替、工
場での電力エネルギー源の代替、工場での建物
の省エネ、製造工程の改善などが検討されるこ
とになったのです。
　それから、実際にそれぞれの削減策がどの程
度の効果を持ちうるかについても定量化されま
した。すると、特にソール（底）部品の統合や、
アッパー（甲被）部品の統合の工程において削
減量が大きくなることが分かったんですね。そ
うした結果を開発に反映させた製品が、ランニ
ングシューズ「GEL − KAYANO18」の2012
年秋冬モデルで、これはCO2 の排出量を20％
削減しています。今後は他のシューズにも、こ
のモデルをどんどん転用していく予定です。
　MITとの共同によって、何が課題かもはっ
きりしたので、2015年に向けた中期サステナ
ビリティ目標も設定することができました。

に、業務を進めております。そして、「少しで
も、世界をよくしたい」という思いで日々働い
ています。
　今日は、皆さんとのダイアログを持ちながら
進めていければと思います。

2.アシックスのご紹介
　アシックスは、靴を中心としたスポーツ用品
の会社です。オリンピックなどで活躍するプロ
のスポーツ選手に世界記録を出せるような製品
を提供するほか、その技術を一般用にも転用し
てお届けしております。創業者の鬼塚喜八郎は
もともと、青少年たちにやることも仕事もなか
った戦後の混乱期の中で「日本の希望と未来で
ある彼らを、早く立ち直らせたい。そのために
は、スポーツが役立つに違いない」と考えて、
アシックスを立ち上げたんですね。スポーツに
よって心が一つになりますし、目指すものがで
きます。ですから私は、当初から社会的責任を
持って創られた会社だと理解しています。実
は、創業哲学が社名の由来になっているんです
ね。ラテン語で「健全な身体に健全な精神があ
れかし」を意味する “Anima Sana In Corpore 
Sano” の頭文字を取ってASICSという社名に
なっています。また、2012年度のCSRレポー
トの表紙では “sound mind sound body sound 
world” と謳っていますが、ここでの “sound”
は「健全な」「質の高い」という意味ですね。
事業内容としては、「アスレチックスポーツ事
業領域」の他に「健康快適事業領域」があり、
ビジネスシューズやパンプス、グラウンドゴル
フのシューズなども作っています。また、一般
向けのシューズブランドであるオニツカタイガ
ーなどを扱う「スポーツライフスタイル事業領
域」も展開しています。（中略）

3.アシックスCSR全体像
　（中略）アシックスは物を作って売るという
経済活動をしているので、必ず社会へ影響を与
えていますし、環境への負荷も与えています。
しかし、それらをできる限り抑えながらいかに

すべてを持続可能にしていくか、いかにアシッ
クス自体も持続可能に発展していくかという視
点が大事だと思っています。ステークホルダー
からの関心も高いのが公正な慣行（工場での労
働条件・人権、公正な取引）と、環境配慮（生
産の段階でのCO2、エネルギー、化学物質管理）
への試みですね。
　アシックスは会社自体の理念として4つ掲げ
ています。

製品とサービス：スポーツを通してすべての
お客様に、価値ある製品・サービスを提供する

環境と社会貢献：私たちを取り巻く環境を
まもり、世界の人々とその社会に貢献する

公正な事業と利益の還元：健全なサービス
による利益を、アシックスを支えてくださる株
主、地域社会、従業員に還元する

ガバナンスと従業員：個人の尊厳を尊重し
た自由で公正な規律あるアシックスを実現する

　そして、これらと同じレベルに「スポーツに
関わる製品やサービスを通して、世界の人々の
健康と幸せ、そして持続可能な社会と環境を実
現する」というCSRビジョンを設けています。
この実現のために、ステークホルダーとのコミ
ュニケーションを図ること、人権を尊重するこ
と、倫理的に行動し法令を遵守すること、説明
責任を果たすことを挙げているんですね。今日
は特に「環境と社会貢献」「公正な事業と利益
の還元」について、それから大学や同業他社な
どステークホルダーとの協働についてお話しし
たいと思います。

4.環境サステナビリティ
　日本企業は、達成できない目標は立てたがり
ません。目標自体作らないか、作っても外に出
さない。しかし、公表しなければ、海外から見
れば「何もやっていない」同然となります。ア
シックスは以前からISO14001を取っていて環
境目標はあったのですが、グローバルな会社と
なっていく中で2015年環境サステナビリティ
主要目標を打ち出しました。「温室効果ガスの 【出典：吉川氏当日配布資料】
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一定の監査基準を持ってフェアに審査を行って
います。アシックスも、これに加盟していま
す。3つの監査の基本的な基準は同じですが、
細かい質問項目は異なっています。アシックス
では2年をかけてすべての工場の監査を行って
いる状況です。
　自社監査で実際に工場へ赴くと、じかに経営
者と話して実情を把握することに非常に意味が
あることを感じます。一般的には、自社監査よ
りも第3者監査の信頼性が高いとされていると
思いますが、監査会社には改善するかしないか
までは問題としていないので、監査会社に委託
して報告書をもらい、それを鵜呑みにするより
も、実際に現場へ足を運んで判断する自社チー
ムの方が確かなところが多いのではないかと思
います。これにより、審査のノウハウも我々に
蓄積されるわけですね。アシックスは “一緒に
改善していきましょう” という姿勢で自社監査
を定期的に数多く行っており、適切なアドバイ
スができていると思います。
　アシックスの行う自社監査の項目には、ルー
ルの周知、強制労働、児童労働、ハラスメン
ト、差別、結社の自由、賃金、労働時間、手
当、安全衛生、環境などがあります。質問票に
は「アシックスの業務委託先管理方針を、目立
つ場所に掲示しているか」「管理方針を新入社
員に説明しているか」「胃潰瘍をチェックして
いるか」「雇用契約書を作成しているか」など
の問いがあり、その回答をもって評価している
んですね。報告書では、例えば物品の管理方法
から賃金の公平性まで、様々な項目について問
題点を指摘します。特に重要なのは児童労働、
強制労働の面です。「結社の自由」は労働組合
の結成の自由を指しますが、インドネシアなど
ではよく指摘されるようです。「安全衛生」に
関しては、薬品を取り扱う際の防護マスクの着
用、緊急避難時の経路確保などについてのチェ
ックがあります。そして、それら問題点に対す
る改善提案を示すわけですね。例えば残業時間
が長すぎるという問題について、まず「正確な
労働時間の記録を行う」、次に「労働者に7日

に1日は休日を与えられるよう、生産計画自体
を変える」という策を出す。ですから、CSR
には生産部門から理解を得ることが大事になる
わけです。
　サプライチェーンCSRにおいても、ステー
クホルダー、同業他社との協働、対話は重要に
なります。前述のFLAは、労働者の権利と労
働環境の保護に取り組むNPOで、無作為に抽
出したサプライヤーをILO憲章にのっとった独
自基準で監査しています。ただ、担当者が不在
で何もできずに戻らざるを得ないケースなども
多いので、「抜き打ち」の手法は見直すようで
すね。事前に通知をしていれば、直前であった
としても現場で何らかの改善が行われるので、
監査に行くこと自体にメリットがあるわけで
す。
　WFSGI（World Federation of Sporting 
Goods Industry、世界スポーツ用品工業連盟）
は、世界のスポーツ産業の健全な発展と自由で
公正な取引を実現することを目的に設立された
世界最大のスポーツ業界団体で、サステナビリ
ティに力を入れている企業と協働しています。
当社の社長の尾山が現在、このWFSGIの会長
を務めております。確かに他の企業と共に業界
で足並みをそろえて取り組むことにはメリット
が多いですが、他社との協働は容易ではありま
せん。それぞれの思惑がありますし、全てにお
いて足並みを揃えることは難しいのも確かで
す。ただ、NGOなどからスポーツ業界に対し
て何か要求があったときに意見を取りまとめて
回答するようなことは、以前よりうまく進みつ
つあります。
　ILO（International Labor Organization、国
際労働機関）は、国連の機関ですね。例えば児
童労働が多くなりがちなカンボジアでは、グロ
ーバル・サプライチェーンを対象にしたベター
ワーク計画を実施しています。これは国際金融
公社（IFC）とILOとの共同事業で、労働基準
が守られた作業環境の確保に向けて参加製造企
業を支援することで、競争力と労働条件の改善
を図っています。当社も話を伺いに行ってアド

　これは製品全体だけではなく、材料調達、製
造工程、包装資材や輸送の面までカバーしてい
ます。環境に対して、問題を全部一度に改善す
ることは難しいですね。何かをするときに、ま
ず数値を把握しなければなりません。そうした
地味な作業も必要になってくるので、即時に削
減できるとは限らないわけです。アシックスは
海外にも事務所があるので、そこに対しても、
まずできるところを決めて取り組み、そしてそ
の範囲を徐々に広げていくというやり方を取っ
てもらっています。雑誌『日経エコロジー』で
は、アシックスが自社のコントロールが及ばな
いサプライヤーでの生産においてCO2を削減す
ることができ、それが製品にも反映されたとい
うことが非常に評価されました。

　アシックスは、ヨーロッパなどCSRへの関
心が非常に高い国で勝負している会社と同じ業
界にいますので、そうした企業と共同で労働問
題や環境問題を解決する努力が非常に大事にな
ってきます。そこで、ステークホルダー、同業
他社との協働としてSAC（Sustainable Apparel 
Coalition）へ加盟しました。SACは2011年3
月、サプライチェーンにおける個々の企業では
解決できない業界での環境面・社会面の課題に
取り組むために結成された団体です。世界約
60のスポーツ用品ブランドやアパレルブラン
ド、小売業者、製造業者、NGO、学術機関、
政府機関などが加盟しています。労働や環境な
ど様々な部門がありますが、それぞれが最も関
心の高いワーキングチームに参加して解決策を
生み出していく活動をしています。日本からの
参加は、アシックスと帝人ファイバーだけです
ね。SACでは今、Higg業界統一環境インデッ
クスを作ろうという動きがあります。これは

「リサイクル率」など製品によって環境配慮へ
の基準が異なる表示方法を業界で統一すること
で、消費者にとって選びやすい基準とするもの
です。アシックスも、まずこのようなグローバ
ルな環境基準を採用していくことを目標にして
います。

【工場の様子　出典：吉川氏当日配布資料】

5.サプライチェーンCSR
　この業界が、労働問題で話題に上りやすいの
はご存知でしょうか？ 委託工場では、品質や
コストを優先して生産していることが多い。し
かし最近では、労働条件の守られていない工場
は、社会的にも会社のCSR方針においても許
されません。そこで、今は委託業務先工場にお
いてもCSR基準が必要となっており、アシッ
クスも各工場における法令遵守や労働環境、人
権配慮の状況を把握して改善を促すことを義務
としています。しかし、それには難題が数多く
あります。委託工場生産ですが、例えば発注量
全体で言えば10％しか占めていないアシック
スが「労働者の食堂環境を改善してください」

「トイレをもっときれいにしてください」など
と求めると、「そんなことを言われるなら、受
注しない」というようなところも出てきてしま
う。それから、先に触れたように労働集約型産
業であること、サプライヤーが多層化している
こともCSRの徹底を難しくしています。また
ライセンス生産を行っている場合があるので、
メーカー自体の管理が行き届きにくいんです
ね。コントロールが効きにくくなるので、その
部分も非常にチャレンジングだと思います。た
だ、CSRもどこまでやればいいのか。一企業
がカバーできる責任の範囲についても、考えて
いかなくてはならないでしょう。（中略）
　監査には、自主監査、委託監査（第3者監
査）、FLA監査の3つがあります。FLA（Fair 
Labor Association、公正労働協会）はアメリ
カのNPOで、世界的なメーカーと共同して、
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バイスをもらいますし、実際に当社の委託工場
と契約が結ばれることもあります。中立団体で
すので、アシックスもILOとの共同、ダイアロ
グを活発に進めています。
　いくつかのNGOや労働組合団体が共同で行
ったPlay Fair Campaignでは、スポーツ業界
に対して、労組の結成を是とするほか、会議室
や社用車の利用、労働時間の管理等について要
求がなされました。その細かい点を定めたのが
インドネシアプロトコル（インドネシアにおけ
る結社の自由の協定）で、アシックスもこれに
調印しています。

6.最後に
　（中略）インドネシアのある日系工場のケー
スをお話しします。日本人と現地の従業員との
信頼関係が良好で、生産のクオリティも高い工
場でした。ところが監査をすると、結果は芳し
くありません。例えば「『結社の自由』を認め
ているか」との項目に対して「そんなものは要
らない、ちゃんと対話を行っている」と。「労
働のルールが書かれた書面を、従業員に渡して
いるか」と聞いても、「渡していない、みんな
が見えるところに掛けているからそれでいい」
と。工場にそもそも、CSRに対応する仕組み
がないんですね。こうした場合に、CSRの監
査で低い評価を出していいものなのでしょう
か？ 低い評価を出せば、次に発注していいも
のかと判断に迷うかもしれません。彼らにとっ
てはアシックスからの受注割合は低く、あまり
改善する気はなさそうですが、アシックスとし
ては粛々と繰り返し改善案を示し、指導を進め
るほかありません。（中略）
　アシックスは、スポーツのできる環境や製品
を作ること自体が、世界を幸せにしたり、人び
とを幸せにしたり健康にしたりすることを願っ
て、本業を通じた社会貢献を行ってまいりまし
たが、今後は「ステークホルダーとともに社会
的責任を共有しながら経済・社会・環境価値を
共創していく」というCSR3.0をめざし、正し

いことを粛々とやっていきたいと考えていま
す。ちょうど9月15、16日には国立がん研究セ
ンターにおいて、がん患者や社会復帰した元患
者が感じている「動」の分野での不自由をサポ
ートする製品の紹介や、ウォーキングセミナー
の実施をいたします。例えば、健康づくりのた
めのウォーキングには底がある程度硬い靴が適
しているといったご案内などですね。歩いて元
気になりたい、再発せず健康になりたいという
患者さんの願いに対して、アシックスの知見を
活かす。こうした「共通の価値の創造」をしな
がら、本業にも資する活動を大事にしていきた
いと思っています。

【セミナーの様子】

（中略箇所の内容に関心がおありの方は、『2012
年度循環ワーカー養成講座記録集』をご覧下さ
い。尚、この記録は、真木彩子氏が作成し、吉
川氏にご加筆・ご修正いただいたものです。）

第一部：住友金属グループのCSRについて
　〜地球および社会との共存〜
はじめに
　（略）

1.住友金属鉱山の概要と別子銅山
　住友金属鉱山の創業は安土桃山時代の1590
年（天正18年）です。元々は製錬業から始ま
っており、南蛮人より銅と銀を分離する技術（南
蛮吹き）を学び生業とし、創業しました。（中略）
　創業から約100年後の1691年に、四国の別子
銅山が住友家によって発見され、採掘がはじま
りました。以後、代々の住友家により稼業が続
けられました。戦後当社が引き継ぎ、1973年（昭
和48年）まで通算282年間、操業しました。別
子銅山は、今の住友グループの礎となった鉱山
です。銅山業は、木を切って製錬の燃料にした
り、坑木として使用します。また、銅鉱石には
硫黄分が含まれており、製錬する際に亜硫酸ガ
スが排出されます。そのため木がなくなって山
肌がむき出しになり、自然が損なわれていきま
した。（中略）
　自然が損なわれていった状況の中で、1888
年（明治21年）、2代目の住友総理事となった
伊庭貞剛が、住友事業精神のひとつにもなって
いる「天地自然への報恩感謝」、つまり緑豊か
な元の自然に戻さないといけない、という考え
方のもと別子の山に植林を始めました。当時は
非常に珍しい活動で、毎年約100万本の木を植
林し、1942年（昭和17年）まで続けられました。
1905年（明治38年）には、のちに住友林業と
なる林業課を住友本社に作り、この林業課が植
林の担当となりました。鉱山は最終的には閉鎖
しなければならない運命ですので、鉱山閉鎖後

【左：梅寺氏、右：元木氏】

は林業で食べていかなくてはいけないと、この
頃から覚悟して林業を続けていました。この部
分が、当時意識されていたかどうかは別として、
現在の本業を通じた社会貢献にあたるかと思い
ます。元の自然に返さないといけない、それに
よって林業ビジネスを継続していこうというこ
とで、このような考え方が今に受け継がれてい
ます。
　

2.取組み方針と推進体制
　 1 9 9 9 年 9 月 3 0 日 、当社の子会社である
㈱ジェー・シー・オーが、茨城県の東海村で臨
界事故を起こしました。この事故で、従業員2
名が亡くなり、10ｋｍ圏内の方には屋内退避
要請が出され、高速道路もJRも止まりました。
農水産物等への風評被害も随分とあり、社会に
大きなご迷惑をおかけしました。
　現在、失った社会的信用を取り戻そうと取り
組んでいます。一人一人が真面目に正直に、一
歩一歩仕事をしていくことはどのようなことな
のかを住友事業精神に立ち返ってもう一度考え
直しました。そして、企業全体でどのように再
生していくのかを、公約として2000年に「企
業再生計画」として発表しました。2003年には、

　2012 年度　循環ワーカー養成講座　第 5 回

「自然やコミュニティと調和する資源開発」
講師： 元木 秀樹 氏 （住友金属鉱山株式会社安全環境部 CSR 兼リスクマネジメント担当部長）
　　　梅寺 誠 氏（住友金属鉱山株式会社資源事業本部事業室資源戦略グループ担当部長）
日時：2012 年 10 月 16 日（火）　18 : 30 ～ 20 : 30
会場：ノルドスペース　セミナールーム（東京都中央区京橋 1-9-10 フォレストタワー 8F）
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中期経営計画を作成し、住友事業精神をより分
かりやすくした形で経営理念を制定しました。
また、コンプライアンスの徹底は当然ながら、
従業員の行動基準も見直しました。もう一つ重
要なのは、10年後に非鉄メジャークラス入り
を目指すという目標も当時発表しました。
　現在の戦略は、非鉄メジャークラスではなく、

「非鉄メジャー」入りを目標にしています。非
鉄メジャーとは、BHPビルトンやアングロ・
アメリカンといったグローバルに地下資源を取
り扱う大きな会社などのことで、その仲間入り
をしようと考えています。具体的には、ニッケ
ル生産量で世界5位以内を目指しています。我々
のCSRの目標は、「地球および社会との共存」
です。非鉄メジャー入りを目指すことを通じて、
持続可能な社会の実現に貢献することを広く世
界に訴えていきたいと思っています。また、そ
うした企業が競争優位に立てるのだと考えてい
ます。中にはかなり乱暴な開発をする会社もあ
りますが、資源を有効に採るなど地球との共存
ができ、環境保全にも配慮でき、そして、社会
との共存にきちんと取り組むことが重要と考え
ています。社会との共存では、新興国の人権問
題やコミュニケーション問題も含めて、きちん
とした資源開発ができるように、非鉄メジャー
に入り、世の中に訴えていくことを考えています。
　我々がCSRの考え方を社内に導入して、地
球および社会との共存を図ることが必要となっ
たのは、非鉄メジャー入りを目指して世界に進
出する際に、人権の捉え方や言語、文化、風習
が異なる外国の方とコミュニケーションをして
いく経験が無かったためです。CSR活動は、
2008年10月にキックオフして、4年目を迎えて
います。
　この取組みの中で、2003年に制定した経営
理念を見直すとともにCSR活動の方針の制定、
重点分野の特定、2020年のありたい姿を定めて、
そこからのバックキャスティングの取組みを取
り入れました。他にも、行動基準を見直し、従
来あったコンプライアンスやリスクマネジメン
ト、安全、環境活動といった取組みをCSRの

中で体系化し推進していくことにしました。
　新しい経営理念では、地球および社会との共
存を図ること、ステークホルダーへの責任を果
たすことを強調しています。漠然とステークホ
ルダーと言っていた当時は、ステークホルダー
の方々とコミュニケーションを意識してできて
いたかというと難しかったと思います。現在は
8つに特定したステークホルダーの方々とコミ
ュニケーションを行い、自分たちの事業や業務
を通して何をしていかなくてはいけないかを見
直していくということをCSR方針に入れてい
ます。具体的には、資源の有効活用、環境の保
全、地域社会との共存、人権人材の尊重、安全
管理、ステークホルダーとのコミュニケーショ
ンの強化の6つについて設定しています。
　推進体制は、私が所属している安全環境部と
いう部署に、CSR委員会の事務局の担当が4名
います。活動スタート当初から、CSR 部や
CSR推進部を作るとCSRはCSR部がやること
という誤解をされたり、理解が進まなかったり
することもある、という考えから、あえて専任
の部署を作っていません。CSRというのは、本
業の中で本社各部室や各事業部門が取り組んで
いくことです。特定の部門が一生懸命報告書を
作成し、このような機会などで社外の方々と話
をする外向けの活動ではいけないと考えていま
す。（中略）
　

3.重点6分野とその取組みについて
　重点6分野の取組みは、社会的な要請の程度
と自分たちの事業との影響を考慮して設定して
います。ステークホルダーの方々とのコミュニ
ケーションのスタートは、自分たちがやってい
ることは、本当にひとりよがりになっていない
かどうかの確認である、という点にいつも留意
しております。（中略）
　ステークホルダーとのコミュニケーションで
は、8つのステークホルダーを設定しています。
私たちが重視しているのは、これらの方々から
どのようなことを期待されているのかというこ
とです。例えば、従業員であれば良好な作業環

境の中で働くことにプライドが持てる企業であ
ってほしいという期待を持たれています。その
中で私たちはどのようにそれを実現していかな
くてはならないかを対話を通じて考えています。
　安全衛生についても、鉱山業というのはグロ
ーバルでも非常に重大事故の多い業種とみられ
ていることを強く意識しています。記憶に新し
いかもしれませんが、2011年にチリで30数名
の方が地下に閉じ込められた事故がありまし
た。あの事故はたまたま大きく報道されました
が、より小規模な鉱山では死亡災害など重大な
災害が頻発しているものと考えています。そこ
で、当社では、2020年には休業・不休業を合
わせて労働災害をゼロにしていこうと非常に挑
戦的な目標を立てています。当社は、10〜20
年前は年間の労働災害が70〜80件、ひどいと
きは100件を超えるときもありましたが、これ
が業界標準ともいわれていました。「危ないこ
とをやっているのだから怪我をするのは当たり
前、赤チン塗っておけば大丈夫」、という風潮が、
我々の若い頃にはまだまだありました。   

【労働災害の減少　出典：元木氏当日資料】

　安全衛生においては、最優先課題という意識
を持って取り組んでいます。安全成績もよくな
ってきています。従業員に、なぜそこまで安全
衛生に関してうるさくいうのかというときに、
我々が従業員に伝えていることは、やはりそれ
が幸せの土台であるということです。朝は「行
ってきます」と言って出かけ、夜は元気に「た
だいま」と帰ってくる。それが従業員の幸せの

ベースではないかと考えています。このことを
現場で語りかけながら活動し、件数はずっと減
ってきています。（中略）
　次に、CSR3.0に該当する事例をご紹介しま
す。まず資源の有効活用についてですが、新し
い技術によって、今まで資源にできなかったも
のを資源化した事例です。当社が出資している
フィリピンのニッケル鉱山では、約2％のニッ
ケル成分が入っている鉱石を採掘していまし
た。ちょうどその品位の鉱石がなくなりかかっ
ていた時に、我々がHPALという製錬技術を
世界に先駆けて商業生産に結びつけることがで
きました。この技術は、今までは使われずに放
置されていたニッケル含有率1％程の赤土の山
を活用できるというものです。（中略）
　今まで掘ることができなかった、或いは掘る
には苦労していた地域において、厳しい規制の
中でもクリアできるような確かな技術と、粘り
強い話し合い、コミュニケーションによって開
発ができています。このようなことを我々は新
しい鉱源と呼び、今まで掘れなかったものを掘
れるようにしていくことも使命ではないかと考
えています。

4.GRIに準拠した情報開示について
　非鉄メジャーを目指していく上では、やはり
透明性や、説明責任について問われます。弊社
はICMM（International Council on Mining 
and Metals：国際金属・鉱業評議会）という非
鉄メジャーが加盟している組織に加入し、高い
情報開示を世の中に公約しています。世界標準
であるGRI（Global Reporting Initiative）とい
う、サスティナビリティレポーティングのガイ
ドラインに準拠した情報開示を行っています。
3年がかりになりましたが、A〜Cまであるレ
ベルのうち、最もランクの高いAランクの情
報開示を行い、かつ監査法人からの保証も得て
います。つまり、自分たちで集めて、間違って
いるかもしれないデータではなく、非常に細か
い監査を受けた上での正しいデータを公表して
います。アプリケーションレベルのAとは、約
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120数項目について全部開示しなければいけな
いというルールがありますので、自分たちの都
合の良いデータだけ出すというわけにはいきま
せん。そういう意味でも、透明性、説明責任の
一端を果たせているのではないかと思っています。

5.全従業員への浸透
　従業員への浸透に向けて色々な取組みをして
きていますが、難しいことではなく、まずは一
人一人がきちんとした仕事を丁寧に正直に日々
業務の中でやっていくことが、当社のCSRだ
と伝えています。社員一人一人が理解していく
ことが色々な社会貢献につながると考えています。

課題認識・終わりに
　課題認識としては、重点6分野の着実な推進、
浸透定着、ステークホルダーへの情報開示の充
実、この3つが大きいと考えています。特にス
テークホルダーとのコミュニケーションが大切
だと思っています。

第二部：自然環境に配慮したポゴ鉱山の
開発と操業
1.資源事業について
　（略）

2.ポゴ鉱山の概要
　ポゴ鉱山は、アラスカ州の中央東部に位置し
ています。1年のうち7 ヶ月は雪に覆われる極
寒地であり、最低気温はマイナス40度を下回
ります。（中略）
　ポゴ鉱山の施設の近傍には、グッドパスター
川というきれいな川が流れています。毎年8月
になると体長1m以上のキングサーモンが遡上
してきます。鉱山開発に当たり、このグッドパ
スター川に絶対に影響を与えないことが要求さ
れました。そのため鉱山施設はグッドパスター
川から離し、さらに地表の影響範囲をできるだ
け小さくするように設計されています。また、
アラスカの特色として、冬季になると標高の高
い方が気温が高いという気温の逆転現象が発生
します。それも考慮し、鉱山の主要施設は、標

高の高い部分に建設されています。また、グッ
ドパスター川は、カヌーなどレクリエーション
にも利用されていますので、景観にも配慮して
います。
　さらに、ポゴ鉱山の周りには多くの野生動物
が生息しています。これらの動物を鉱山敷地内
から排除するためには、アラスカ州政府の許可
を得ることが必要になります。願わくは、鉱山
施設の中に入ってきてほしくないことから、生
ごみの管理を厳格にしたり、就業規則で野生動
物にエサをやったりすることを禁止するなどの
配慮をしています。

3.ポゴ鉱山の発見から操業に至るまでの経緯
　（略）

4.操業について
　（中略）ポゴ鉱山を開発するためには、アラ
スカ州政府と米国連邦政府から許認可を取得す
る必要がありました。開発のために取得した許
認可は、大小取り混ぜて約80項目になります。
環境許認可を取得するに当たってまずやらなけ
ればいけないことは、環境ベースライン調査、
すなわち鉱山を開発する前の環境がどういう状
態にあるのかという調査です。環境ベースライ
ン調査の事例をいくつか紹介しますと、日本で
はあまりお目にかからないウエットランド調査
があります。アメリカではウエットランドとい
う、いわゆる湿地帯で開発をする場合には、連
邦政府から許認可をとらなくてはいけません。
そのため、鉱山建設予定地全般に渡り、土・水・
植生といったものを調査し、どこにウエットラ
ンドがあるかということをマッピングしていき
ます。（中略）
　次に、環境許認可の取得の手続きについて簡
単に説明します。アメリカの場合は、手続きが
米国国家環境政策法に定められておりますが、
非常に時間がかかります。環境への影響を評価
するに当たり、4回のパブリックヒアリングを
行い、情報を公表して米国民から全てのコメン
トを得なさい、という期間が設定されています。
また、環境に及ぼす影響に関して、あらゆる代

替案について検討することが義務付けられてい
ます。さらには、環境影響評価は自前ではなく、
第三者を雇ってやりなさい、と定められていま
す。従って、このプロセスを完成させるために
は最低でも3年を要します。他社の事例では7
年かかったものもあります。
　特に、アメリカの場合は、先住民の権利も重
視しています。具体的には、ポゴ鉱山から半径
200km以内にある先住民の集落、だいたい20
〜30人ほどの小さな部落ですが、こういうと
ころを一つ一つ訪問して、開発計画を説明し、
懸念事項や心配事項等がないということをコン
サルティングしなさい、ということが定められ
ています。非常に広い範囲に散らばっている先
住民の集落を一つ一つ回る必要がありましたの
で、非常に時間のかかるプロセスでした。ポゴ
鉱山の場合は2000年に申請書を提出し、最終
的に許認可を得たのが2004年でしたので、トー
タルで3年9カ月かかりました。

5.ポゴ鉱山の開発について
　（中略）やや技術的になりますが、ポゴ鉱山
が環境に配慮した操業を行っている具体例の一
つになりますので、精鉱プロセスについて説明
します。一般的な金鉱山では、掘ってきた鉱石
を全てシアンで溶かす全泥青化というプロセス
を用いますが、ポゴ鉱山では環境に配慮して、
かなり複雑なプロセスを採用しています。ポゴ
鉱山では、シアンを含む物質を地表に堆積する
ことができません。シアンに接触する物量を最
小限とするために、まずシアンを使わずに、金
を含む鉱石を浮遊選鉱という方法で回収しま
す。これでだいたい鉱石の量は10分の1程度に
なります。これをシアンで溶かして、CIPと呼
ばれる方法で金を回収します。残りの90％の
浮選尾鉱と呼ばれるものは、脱水して坑外に堆
積させます。そして、金を抜き出した残り
10％の尾鉱は、ペースト状にしてセメントを混
ぜて再び坑内に充填する方法をとっています。
　金を取った後の尾鉱と呼ばれる残りかすは、
地表に堆積しますが、ここでも環境に配慮した

操業を行っています。一般的には、谷になって
いる場所に大きなダムを作り、水分率約40％
のどろどろのものを流送して、そこに堆積して
いく方法で行います。しかし、これでは非常に
場所をとり、地震等でダムが破壊されると一気
に流れ出して下流域が大きな影響を受けるとい
うことで、ポゴ鉱山では採用していません。そ
の代わり、ドライスタックといわれる方法を採
用しています。どろどろの尾鉱を、水分率
17％ぐらいになるまでギュッと絞り込んで、ほ
とんど砂と同じくらいにし、これを下から積み
上げていく方法です。このやり方ですと非常に
安定性が高く、また水分をほとんど含んでいま
せんので地震が発生しても、一部は崩れるかも
しれませんが、全体が崩れ流れ出すようなこと
は絶対にありません。さらに、この中に含まれ
る水もほとんどありませんので、ここから出る
浸透水の水質もずっと良いものになります。
　次に鉱山の中で最も環境に影響を与える排水
の処理方法について説明します。ポゴ鉱山には、
2つの水源があります。一つは坑内で湧いてく
る地下水、もう一つが先ほど申し上げました尾
鉱堆積場から流れ出してくる浸透水（堆積場内
に降った雨水を含む）があります。堆積場から
出てくる浸透水は、全て下流に作ってある集水
ダムで回収しています。2つの水がありますが、
このまま放流はしません。水処理場で重金属や
浮遊物を取り除いた上で河川に放流しています。
　水質で最も危険な成分と言うと、坑内水に含
まれるシアンです。先ほど坑内に尾鉱を充填し
ているという話をしましたが、この中に、極微
量のシアンが含まれています。地下水は、この
充填材に接触すると地下水の中に極微量（PPB
レベル（パーツ・パー・ビリオンレベル））の
シアンが溶け出します。残念ながらこのレベル
のシアンを取り除く有効な水処理技術が現時点
では存在しませんので、水処理場では坑内水と
ドライスタックから出てくる浸透水を混合して
希釈することによって、そのレベルをコントロ
ールしています。さらに、水処理した後も直接
河川に放流せずに、貯水池にて1〜2日滞留して、
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この間に河川水と排水を十分混合した上で河川
に放流しています。これによって河川の水質へ
の影響をミニマムにし、問題が発生しないよう
にしています。排水の水質基準は河川への排水
口に設定されており、週一回水を採取して水質
基準を上回っていないかどうか確認しています。

6.操業中の事故防止の対策について
　操業中の環境事故というのは、鉱山開発の信
用を失墜させることは言うまでもありません。
最悪の場合、操業停止に追い込まれる場合もあ
ります。2011年8月には、アラスカ州フォート
ノックス金鉱山で、シアンを含んだ水を約17
万リットル漏えいさせたという事故が発生して
います。このような事故が起こると、すぐ新聞
で報道され、地元住民も鉱山の環境事故に対し
て関心が高くなります。ポゴ鉱山においても、
環境事故を防ぐことにおいては非常に気を使っ
ています。
　具体的にどのようなことに気を使っているか
例を挙げて説明します。燃料や油脂類は地面に
漏えいしないように、ダックポンドと呼んでい
る黄色い入れ物を下に敷き、給油している際に
燃料が地面に落ちないようにしています。また
万が一漏えいした場合に備え、すぐに吸着でき
るように吸着剤を要所に配備しています。廃棄
物についても、アメリカでは非常に珍しいこと
なのですが、細かく分類して可燃物は山元で焼
却処分しています。廃油や鉄のスクラップなど
リサイクル可能なものについてはサイト外に排
出し、できる限りリサイクルに努めています。
　また、環境については 様々なモニタリング
を実施して影響がないか常に監視しています。
地表水、河川水、地下水も定期的に水をサンプ
リングして水質をチェックしています。こうい
ったすべてのデータについては、監督官庁に逐
次報告しています。万が一水質基準を上回るよ
うなデータが発見された場合には、速やかに監
督官庁に通知することが義務付けられていま
す。さらには、閉山した後も40年間は定期的
にモニタリングすることが義務付けられていま

す。（中略）
　地元とのコミュニケーションもディスクロー
ジャーの一環として、年に数回、地元関係者に
操業状況や環境モニタリングの結果を報告して
コメント等を収集することに努めています。ま
た地元関係者を鉱山見学会等に招き、積極的な
情報開示に努めています。地域貢献ということ
では、地元との共存共栄をポゴ鉱山の経営方針
のひとつに掲げており、ポゴ鉱山自体で約300
名の直接雇用を確保しています。（中略）

7.まとめ
　最後になりますが、ポゴ鉱山の開発、操業で
学んだ点を簡単にまとめます。
　まず、これからの資源開発というものは地元
との共存共栄なくしてはできないということで
す。特に地元の方々に理解してもらい味方につ
けることが何よりも重要と考えています。
　次に、許認可プロセスですが、非常に煩雑で
手間がかかります。できるだけ関係者と話をし
てプロセスを進めていく必要がありますが、こ
の許認可プロセスを早くする方法はありませ
ん。早い段階から監督官庁や地元、環境NGO
の方にも計画に加わっていただき、その方々の
コメントを鉱山設計に反映させていくことでし
か許認可をタイムリーに取得する方法はありま
せん。許認可のプロセスに近道はありませんの
で、関係者の情熱と忍耐が非常に重要というこ
とになります。結局、これが許認可を早期に取
得する最善の方法ということになろうかと思い
ます。

（この記録は事務局が作成し、元木氏、梅寺氏
にご加筆・ご修正いただいた原稿から抜粋した
ものです。全文は、『2012年度循環ワーカー養
成講座記録集』をご覧下さい。）

はじめに
　（略）

世界の輸送用燃料とバイオ燃料の需要予測
　IEA（International Energy Agency/国際エ
ネル ギ ー 機 関 ） が 毎 年 出して いる「World 
Energy Outlookの2011版」によると、輸送用燃
料の需要は、2009年は17.6億toe（石油換算トン）
ですが、2035年には1.4倍の24.4億toeになると
予測されています。道路輸送用バイオ燃料の需要
は、世界的にみると2009 年は5,200万toe（3％
相当）に達し、2035年には1億9,200万toe（8％
相当）と、3.7倍程度の伸びと予測されています。
ただ元々は、2010年には11％相当までいくと予測
されていました。数字が減少した理由は、一つは
シェールガス、シェールオイルに関するアメリカの
状況があります。もう一つは、アメリカでバイオ燃
料に関する優遇措置が昨年末に終了し、今年か
らは優遇措置が無くなったことが織り込まれた数
字になっています。一方、アジアの道路輸送用バ
イオ燃料の需要は、2009年は300万toeだったも
のが2035年には5,600万toeと、18.7倍まで伸び
るという予測が立てられています。（中略）

バイオマスエネルギーの政策導入・戦略産業化
　バイオマスエネルギーの成長が盛んになった背
景には、エネルギー政策（ポートフォリオ）の一角
としての考え、農業政策（6次産業化）といった
複合産業としての考え、環境政策（CO2 削減）と
して有望であるとの考え、の3つがあります。こ
れに基づいてバイオ燃料産業を産業政策と捉え、
雇用を創出させるという戦略的展開が、特に欧米
において展開されています。
　特に米国は、トウモロコシの食との競合の問題
で賛否両論はありますが、過去10年でエタノール

製造量は7倍に成長しています。2006年にはそれ
まで1位だったブラジルを抜き、世界の57％のシ
ェアを占めるまでになり、急激に伸びました。数
量 的には 2011年 の 実 績 で 140 億 Gallons（= 
5,300万 KL、3.2兆円 ＠60円/L）が導入されて、
平均混合率も10%になっています。なお、ブラジ
ルは平均混合率が20〜25％の間でガソリンが作
られています。
　米国でこれほど産業として発展した理由は、私
が「二つのトライアングル」と呼んでいる燃料産業
構造があります。一つは需要創造側のトライアン
グルです。これは、政府が主導して石油業界と自
動車業界に対して政策誘導を行い、それに基づ
いてエタノールの需要を無理矢理作った背景があ
ります。一方、供給側は、トウモロコシの農家が
中心となり、技術的なバックアップがプラントエン
ジニア会社から、資金面のバックアップは銀行、
ファンド、ベンチャーキャピタルから行われました。
これにより、工場の数も200を超え、産業規模と
しては3兆円を超えました。
　米国では、1工場当たりの規模も非常に大きく、
平均で年産 20 〜30万KLになります。これは、
日本の20〜30倍の規模です。このように米国で
は燃料用エタノールが産業として育ち、石油業界
に対し大量のエタノールが安定供給され、更にそ

　2012 年度　循環ワーカー養成講座　第 6 回

「バイオマスエネルギー産業の将来展望」
講師： 澤 一誠 氏 （三菱商事株式会社 新エネルギー・電力事業本部バイオ燃料第二チーム シニアマネージャー）
日時：2012 年 11 月 14 日 ( 水 )　18 : 30 ～ 20 : 30
会場：ノルドスペース　セミナールーム（東京都中央区京橋 1-9-10 フォレストタワー 8F）
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の供給を上回る需要が創造されているのが米国
の現状です。また、昨年末迄は45セント/ガロン
の税金が免除されるといったインセンティブもあ
りました。これは、ある程度定着したので昨年
末に廃止されていますが、廃止による影響は、
今のところそれほど大きく出ていません。
　米国のエタノール導入誘導政策であるRFS

（Renewable Fuel Standard）は、エタノールを
混合、もしくはディーゼルに対してバイオディーゼ
ルを混合することについて、数値目標を定めて義
務的な導入を図るという制度です。元々の方向性
は、この制度に基づいて、先進的なバイオ燃料
のカテゴリーを飛躍的に伸ばそうというものでし
た。先進バイオ燃料とは、バイオディーゼルと、
セルロース系原料と、サトウキビベースの、トウ
モロコシベースではないエタノールです。バイオ
燃料として導入されているもののほとんどがトウ
モロコシベースのバイオ燃料に該当しますが、こ
の上限を150 億ガロンに設定し、トウモロコシベ
ースが150 億ガロンに達したら、他のものを伸ば
そうという考えです。これは、2007年に打ち出さ
れた方針ですが、トウモロコシベースのバイオ燃
料はすでに140 億ガロンに達していますので、45
セント/ガロンの免税措置は廃止されました。
　2015年以降はトウモロコシベース150 億ガロン
以上増やさず、代わりにセルロースでの展開を図
ろうとしています。セルロースは、トウモロコシで
いえば茎や芯、サトウキビではバガスと呼ばれる
搾りかすが原料になります。トウモロコシを使う

ことによる食との競合問題があり、数量目標の見
直し論もありましたが、現状では見直しはされて
いません。このままの予想では、2022 年に360
億ガロン（=1.3億KL、8兆円産業）を目指すとい
うのが米国の方針です。この時点での混合率は、
ブラジルと同じく25％相当を目標としています。

バイオマスエネルギーに対する欧米と日
本の取組みの違い
　エネルギー政策の視点でみると、欧米では、
エネルギーの安全保障政策としての位置づけが
非常に大きくなっています。また、エネルギーポ
ートフォリオ、つまり、エネルギーの一角をバイオ
燃料が占める形で数値目標が設定されておりま
す。これは、米国、ブラジルにおけるバイオエタ
ノール、ヨーロッパにおけるバイオディーゼルでも
同じ様な展開です。
　一方、日本では、3.11以降、特に電力分野に
おいて、再生可能エネルギーに太陽光・風力・
地熱と色々な選択肢が出てきました。日本では
なかなかバイオ燃料が注目されませんが、欧米
では、再生可能エネルギーのマジョリティはバイ
オ燃料というのが通例です。この辺りの認識に
若干のズレがあります。さらに、導入目標も欧米
ではかなり大規模に掲げており、１件当たりの製
造キャパシティも先ほどの米国の例の通り非常に
大きく、日本の20〜30倍になります。
　農業政策の面では、農産物の新たな利用用途

（出口）として展開が図られています。また、6次

産業として新産業の創出が図られ、農家の収入
がかなり上がりました。米国ではトウモロコシに
関する補助金が元々ありましたが、エタノールの
導入によって、補助金が無くなっても成り立つよう
になりました。確かにトウモロコシの価格が上が
ったということが槍玉に上げられていますが、農
業サイドは潤いました。
　環境政策の面では、欧米ではCO2 削減の手段
として最も確実で効果的と言われています。一方で、
日本では農業政策というわけでもないですし、環
境政策としてCO2 削減に有効であるとも言われて
おらず、欧米との意識の差はかなりあると思います。
　産業政策の面では、戦略産業としての意味合
いが欧米では強いですが、日本ではその意識が
まだまだありません。また、米国では導入政策と
して義務化や市場価格転化が適用されています
が、日本ではまだ難しいと思います。

日本のエネルギー安全保障を脅かすリスク
　（略）

日本政府のバイオマスエネルギーに関連する
政策
　日本でも、ここ2年ほどで非常に大きな動きが
あり、バイオマスエネルギーに関連する政策もい
くつか導入されています。
　まず、日本再生戦略です。もともと新成長戦略
が2010年にあり、その延長としてグリーン成長戦
略が打ち出され、再生可能エネルギーの導入が
図られています。また、農林漁業再生戦略に基
づいてバイオマスが見直されつつあります。（中略）
　二つ目として、新・エネルギー基本計画があり
ます。2010年6月に閣議決定されており、本来で
あれば見直しがなされていなければなりません
が、色々な議論があり先延ばしになっています。
この計画によって、再生可能エネルギーの比率や
2030年のエネルギー自給率目標、ゼロエミッショ
ン電源（原子力込）の増加、バイオ燃料の導入に
関する数値目標が出されています。（中略）
　三つ目として、エネルギー供給構造高度化法が
あります。これによって、エタノールの導入が義務
化されました。持続可能性という基準が定められ、

それに基づいて導入目標量の達成を図ることにな
っています。この法律によって、石油会社は2017
年までの毎年の目標が設定され、導入していかな
ければいけないことになりました。（中略）
　エネルギー供給構造高度化法の運用の判断基
準として、CSRにも通ずるところですが、どのよ
うなルールに則れば持続可能かという、持続可
能性基準というものがあります。一つは、CO2を
出口だけで減らすのではなく、LCA（ライフサイク
ルアセスメント）として減らす考え方で、50%以
上減らすことが目標とされています。また、国産・
準国産（アジア等からの開発輸入）の比率を半分
以上にすること、食料競合や生物多様性について
国がモニタリング・評価することという基準が設
定されています。
　このような基準設定は、経済産業省資源エネ
ルギー庁と農林水産省による委員会で議論され、
かなり厳しい基準が策定されました。即ち、この
基準は、欧米の基準を基にしていますが、その
基準よりも厳しくしています。具体的には、CO2 削
減の水準をLCAで50%以上削減すると設定して
いますが、欧米の基準としては、EUで35％以上、
イギリスで40％以上、アメリカで20％以上に設定
されています。さらに、次世代の原料、例えばセ
ルロース系のものにした場合、EU、イギリス、米
国でも50％以上としていますが、これはあくまで
も技術開発絡みになりますので、この数字を省く
と、今現在では日本が1番厳しい設定をしている
ことになります。
　また、土地利用変化もあります。バイオ燃料
用の作物を植えると、その土地で農業用に植え
たものと取り合いになりますので、土地利用変
化を考える必要があります。土地利用変化には、
直接的に影響するものと間接的に影響するもの
があります。アメリカやEUも同様ですが、例えば、
ブラジルはサトウキビを植えていた畑を拡大すると
いったときに、大豆畑をサトウキビ畑に転用し、大
豆畑を森林を切り開くことによって新しく作るという
ことになります。この場合、切り開いた部分の森林
を破壊したとみなして、間接的な土地利用変化が
起きるという考え方が出てきています。このような【米国のエタノール燃料産業構造　出典：澤氏当日配布資料】

石油業界 自動車業界

政 府

プラント建設・操業指導
（出資）

トウモロコシ農家プラントエンジニアリング会社 銀行・Fund・VC

資金（出資・融資）原料出資

FFV
(E85)

CAFE**

3兆円規模の産業
エタノール 218工場（53百万KL）

エタノール製造事業者RIN*

RFS

Tax Credit
101 CPG 

→
→

2011年末廃止

（E10→E15）（E10→E15）

（輸入関税54 CPG→ 2011年末廃止）

*RIN：Renewable Identification Number 

**CAFE：Corporate Average Fuel Economy
(再生可能エネルギークレジット制度）

グリーンニューディール政策
→戦略的な環境エネルギー産業振興策（ 雇用創出）
・2025年に再生可能エネルギー依存比率25%
・第1世代で150億ガロン迄、その後第2世代
・国際競争力強化→海外展開（産業としての輸出）

（自動車燃費基準の強化）（自動車燃費基準の強化）

セルロース原料に適用セルロース原料に適用
45 CPG45 CPG
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考えではかなり制約を受けるわけですが、本来の
バイオマス燃料におけるCO2 削減の姿だと思いま
すし、世界はこのような方向で動いています。（中略）
　関連政策の目標を達成するために、今後検討す
べきことがあります。2020年に一次エネルギーに
占める再生可能エネルギーの比率を10%にする為
に、そのブレイクダウンをどのようにするのかという
話が今後出てくると思います。その中で特に輸送
用のバイオ燃料とバイオマスの混焼発電は一番量
が稼げるところですので、どう展開するかが大きな
カギとなってきます。発電については、今後、電力
会社のPCボイラーでのペレット混焼の促進が量を
稼げると思いますし、新たな発電事業者が固定買
取制度で出てきますので、どう後押しするかという
ことになります。2020年までにガソリンの3%以上
をエタノールにするということは今後議論の対象に
なると思います。バイオマスの産業については、一
般的に言われている新産業でのリスクとリターンが
見合わないことがありますので、どのように補助し
ていくのか、支援していくのかという点が、今後の
事業展開において重要な部分だと思います。

三菱商事のバイオ燃料事業への取り組み（国内）
　CSRという観点ではサンゴの保全・植林事業等
に取り組んでおりますが、バイオ燃料については二
つの取組みを行っています。一つは北海道で余剰
甜菜、規格外小麦、余剰米といった、食と競合し
ないものからエタノールを作る事業です。2007年か
ら開始し、農林水産省の補助事業として2009年
からプラントが稼働し、5年が経ちました。規模と
しては15,000KL/年と小さいですが、一か所に集
まる規模としては国内では最大です。このほか北
海道では米をベースにエタノールを作っている会社
があります。新潟でも行っており、この3つの事業
で計31,000KL/年という生産量が示されています。
　一方、固形燃料については、杉・檜のバーク（樹
皮）を原料として宮崎県東臼杵郡門川町でバイオ
ペレット製造事業を行っています。季節によって
原料の水分が大幅に変動する等の原因によって
なかなかうまく製造ができなかったのですが、現
状では年間16,000トン以上を製造しています。実

証事業という位置づけですので、生産規模では
商業ベースには程遠い部分がありますが、サプラ
イチェーンとしては本来のバイオ燃料の事業と全
く変わりませんので、こういった経験を踏まえて、
事業環境が整えば海外展開していこうというのが
今後の方向性としてあります。

エネルギー源としての7つの評価軸と2つの視点
　（略）

バイオ燃料産業のサプライチェーン
　販売をするということは市場創造があるという
ことです。人為的に市場を作ることが欧米では一
般的ですし、日本でもやっとエタノールについて
はそのような格好になりました。最初に市場を作
るというところから始まります。その次に、市場
を満たすために原料確保が必要になります。技
術的な面でいえば、栽培技術や集荷技術で原料
をいかに確保するかというところになります。これ
らがあった上での製造事業になります。
　製造部分は民間ができますが、いわゆる市場
創造や原料確保に関しては、なかなか民間だけ
ではできません。ここについては政府系機関の何
らかの関与が必要になってきます。リスクで見る
と、市場ができても需要の変動リスクがあります
し、市場価格の変動リスクもあります。これがあ
まりにも大きい場合には、なかなか民間では吸収
しきれませんので、義務化導入によって、ある一
定数量を確保する。価格についてもインセンティ
ブを付けることによってある程度市場価格を安定
させるなど、第一段階は人為的な導入を図ること
が必要になるかと思います。
　また、食との競合、他の産業との競合というリ
スクを回避するため、一定のルールを決める必要
があります。ある一定の地域ではバイオ燃料用の
作物を作る。ある一定の余剰分を充てる。技術
開発がある程度進めば残渣もしくは未利用部分
で行うといった展開がこれから望まれるところか
と思います。
　価格構造については、原料が6〜8割を占めま
す。又、製造にかかるコストは2〜4割を占めます。
従って、原料をいかに確保するかが一番問われて

いることです。尚、製造技術は、原料の多様化
において、セルロースで展開する。或いは、廃棄
物で展開する等が望まれますが未だに商業化に
は至っていません。
　食との競合、食料の価格が上がることや土地の
取り合い等は避けるべきですが、第1世代と言わ
れている穀物系燃料も、ルール化することである
一定量まで導入し、その延長線上で、第1世代で
使ったトウモロコシやサトウキビの残渣を使って、
第2世代へ移行していくのが現実的な路線だと思
います。なおかつ、技術開発の要素も含めて、時
系列的にロードマップを作った上で徐々に導入す
る必要があります。例えば、藻を使ったバイオ燃
料は2020〜2030 年頃になるかと思いますので、
実用化されるまでの間は違うものでまかなうとい
ったことが必要かと思います。

バイオエタノールの製造プロセス
　お酒を造ることとバイオエタノール製造の違い
は、美味しくなくていいので大量生産できることと、
脱水してアルコール濃度を99.5%にすることです。
原料をいわゆる穀物系ではなくセルロースにする
と、前処理をしないと通常のデンプンを分解する
糖化酵素が働きません。サトウキビやテンサイは絞
ると糖液になるので、そのまま糖液を発酵させる
手法ですが、トウモロコシ、麦、米、キャッサバ
等デンプン系原料は発酵の前にデンプンを酵素で
糖に変換する工程が加わります。農業残渣や木質
原料・資源作物等セルロース原料は、そのままで
は酵素糖化出来ないので、前処理することによっ
て、酵素が働く様にして糖に変換します。この糖
に変換したものを遺伝子組換えの菌（GMO菌）
を使って発酵させてエタノールを作ります。これに
よってできたものはアルコールの濃度が薄いので

（通常12.5%なのに対して3~5%）、蒸留のところで
大きなエネルギーを使うことでコストがかかる等の
課題もあり、まだまだ商業生産は難しい状況です。

（中略）

バイオジェット燃料（Bio SPK）の製造方法
　現在、ジェット燃料は世界で約3億KL使われ

ています。今年からEUが EU-ETS（Emission 
Trading System）で、EUに乗り入れるジェット
機は一律15％以上のCO2 削減をしなくてはいけ
ないという規制を出しました。最近この見直し議
論も出てきたようですが、ヨーロッパもしくはアメ
リカの航空会社はバイオジェットを導入しなくて
はいけないという機運になっています。（中略）
　ただバイオジェット燃料を作る原料がなかなか
ありません。今の技術では、ケロシンを作る技術
として水素化をして異性化をして精製するという技
術がありますが、これに当てはまる原料がいわゆ
る油脂系でないといけません。油脂系の原料には、
菜種油や大豆油、パーム油がありますが、これら
はすでにバイオディーゼルに使われているので、
これが行き過ぎると食料との競合が起こってしま
います。油脂原料というのはもともと世界で1億ト
ンくらいしかありません。それに対して、軽油は大
変大きな市場があり、日本だけでも約4,000万KL
の市場があります。このようなミスマッチがあるの
で、農業系の油脂原料を使用するには無理があり
ます。ヨーロッパでは菜種油から、アメリカやブラ
ジルでは大豆から作っていますが、行き過ぎると
食料との競合が起こりますので、バイオディーゼル
と同様に大量には使えないということになります。
　その代わりとして、土地の取り合いをしないとい
う前 提で、資源作物といわれているカメリナ

（Camelina Sativa）という菜種の一種やカリナタ
（Brassica Carinata）がこれから出てくる可能性
が高いです。将来的には微細藻類が原料になる可
能性もあるとは思いますが、これには技術開発が
必要となりますので、20年ほどかかると思われます。

（中略）

Torrefaction（半炭化）とは？
　固体のバイオ燃料で有望と思われているものの
ひとつに、Torrefaction（半炭化）というものがあ
ります。（中略）
　通常のペレットは水に浸すとふやけてしまいま
すが、Torrefactionしたペレットは、水に浸して
もふやけないので、耐水性が担保されることが魅
力の1つです。重量当たりのエネルギー密度とし
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ては、通常のペレットに比べて3割ほど大きく、
かさ比重を考慮すると、体積当たりの密度が1.5
倍になります。従って、輸送効率も1.5倍になります。
ハンドリング性のみならず粉砕性も良くなりますの
で、通常のペレットもチップも粉砕性を考えると
石炭火力で混焼する時にはカロリー比で2〜3％
までが最大ですが、理論的には石炭と一緒です
から、100％でも大丈夫だとも言われています。将
来的には林業の残渣のみならず農業残渣も含めて
原料にすることができるという技術です。（中略）

製造拠点と安定消費市場形成
　原料については、一般的な資源作物あるいは
穀物が、どのくらいの範囲で集荷できるかという
問題があります。アメリカやブラジルは半径50マ
イルと言われており、約80km圏内くらいでは集荷
できます。これがアジア、ヨーロッパでは50km圏
内ほどになり、残念ながら日本は20km圏内ほど
しか集荷できないというのが実情です。バイオマ
スの集荷範囲とコストとの関係ですが、これによ
ってコストが大きく違ってくるということがあります
ので、この集荷のし易さ等を考えた上で製造拠点
のロケーションを考えることが必要かと思います。
　製造拠点といった観点で考えたとき、日本国内
で出来る限り作るということは必要かと思います
が、拠点を一部アジアに置くという視点も必要か
と思います。サスティナビリティを加味しながら全
体のサプライチェーンを作り、かつリスクとリター
ンが見合わないと商業的に成り立ちませんので、
その辺が見合うモデルを考えなくてはいけませ
ん。マーケットについては、まずは産業規模の安
定消費市場を日本で作ることが必要です。日本で
作った市場に合う方法で日本で製造し、足りない
部分はアジアで作り開発輸入をする。また、アジ
アで作ったのであれば、アジア市場でも地産地
消、もしくは第三国への輸出も視野に入れると良
いかと思います。（中略）

バイオマス産業でのアジア・大洋州との連携
　“Asia-Pacific Biomass Community” の形成を
官民が協力して進める格好で、現地とのwin-win

【バイオマス産業でのアジア・大洋州との連携
出典：澤氏当日配布資料】

の関係を構築するべく、その方向性を打ち出すと
いうのが必要ではないかということを提案してお
ります。総論的には皆さん賛成するのですが、な
かなか具体的にプロジェクトが進まないというの
が現実なので、具現化するために、今後政府の
政策を引き出す必要があると思います。
　この時に、食料との競合問題あるいは生物多様
性で現地の農地に影響が出るということは当然回
避しなくてはいけません。これについては政府が
案件を認定してレピュテーションリスクを回避するよ
うな策が必要だと思います。せっかく持続可能性
基準のルールメイキングをしたのですから、それを
利用すべきだということで関係機関と話し合っ
ています。それに基づいて適正に日本政府の支
援に基づいてバイオマスプランテーションを展
開する、又、製造のところでも、ある一定の財
政的な支援を政府が行うことが望まれます。こ
ういった形で民間の事業を政府が後押しするこ
とが必要かと思います。もちろん相手国との連携
は重要ですので、win-winの形で製造事業を展開
し作った物を日本向けと現地で販売する。日本か
らは技術と資金を供与し、現地の原料を使い現地
で産業を興して、新たな環境産業としての発展を
遂げていくという、まさにCSRに配慮した形での
展開をすることが望まれているところだと思います。

（この記録は、事務局が作成し、澤氏にご加筆・
ご修正いただいた原稿から抜粋したものです。
全文は、『2012年度循環ワーカー養成講座記録
集』をご覧下さい。）

1.CSRを巡る国際的な動向
　世の中の多くの事象には光と影がある。グ
ローバル化もまた然り。国境を越えた人、物、
文化の交流は色々な機会と豊かさをもたらす
半面、後発地域における社会・伝統の破壊、
格差の拡大も招いてきた。しかし、交通手段
の発達、情報化の進展、経済活動の拡大によ
って経済・社会・文化のグローバル化は大き
なトレンドとなっている。日本企業は国内市
場の成熟もありグローバル化は避けられない。
そこには単なるマーケッティング展開や活動
拠点の海外シフトにとどまらず、「真のグロー
バル化」が求められている。この意味するこ
とは、基本的にはグローバル市場における普
遍的な価値基準に沿いつつ、進出した地域（国）
との共生と相互の多面的な豊かさを追求して
いくことと言える。
　このような流れの中でCSRの持つ意味は大
きい。今や企業の社会に及ぼす影響が大きく
なり、一方、政府・公共団体の公共サービス
が社会の要求に応えきれない状況になってき
ているだけに、企業の社会的責任に対する期
待は一段と増している。これまで「企業の社
会的責任に関する規格・ガイドライン」がい
ろいろ作られ日本の企業もそれに前向きに取
り組んできた。そうした中で、2010年11月に
発行されたISO26000 は「組織」が取り組むべ
き社会的責任についての実践の手引きとして、
先進国と途上国との間で「差異よりは共通の
責任」という合意がなされたことは注視すべ
きことである。すなわち、地域・国によって
経済・社会環境の状況に多くの違いがあった
としても、同規格の社会的責任の定義に示さ
れている、「持続可能な発展への貢献」、「ステ
ークホルダーの期待への配慮」、「国際行動規
範との整合」などを世界の共通の課題として
取り組む大きな流れになってきている。

　他方、’ 90年代に先進する多国籍企業が利潤
第一主義に走って途上国で児童労働や非人道
的ビジネスを行ったため、OECDやILO、国
連から多国籍企業行動に対しての国際的な指
針・原則・宣言が出されてきた。こうした動
きの中で国連のグローバルコンパクト等に示
されるように、グローバル市場において人権
の尊重、労働・環境問題への対応、腐敗防止
などに取組むことが世界的に共通の認識にな
ってきた。
　さらに別な側面として、複雑で多様なグロ
ーバル市場においては、昨年の中国での大規
模な反日デモや年明けに発生したアルジェリ
アでの人質・テロ事件など不測の事態が生ず
る危険性に満ちており、企業の持続性や従業
員の安全といった面から各地域（国）の状況
に対応した企業のリスクマネジメントがきわ
めて重要となっている。また、CSRの取組み
を経営戦略の観点から捉え、社会問題の解決
と企業の競争力向上との両立を目指そうとす
るマイケルポーターのCSV（共通価値の創造）
の考えが国際社会で注目されている。欧州委
員会（EU）ではその考えを取り入れた「新
CSR戦略」を2011年に公表し、新しいコミュ
ニケーションでは「国際的に認められた原則
とガイドラインの尊重」と「ISO26000を中心
的な役割を果たすもの」と位置付けており、
欧州で活動する日本企業もこの対応を求めら
れることになる。

2.国際社会においてCSRが目指す方向
　今やCSRの目標が「持続可能な発展」であ
ることは世界的に共通の認識であり、事業活動
とCSR活動を一体的に捉え、「企業活動の影響
に対する責任」、「社会的課題に対する責任」を
経営プロセスの中に組み入れ、「共通価値の創
造を図ること」が企業経営の中心課題となって

　CSR ワークショップ特別報告

日本企業のグローバル化とCSR−グローカルCSRの展開−

ワ ー ク シ ョ ッ プ 活 動 報 告
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きている（図-1）。ここで、「企業活動の影響」
とは、「自らが直接及ぼす影響」、「自らの影響
下にある他者の行為による影響」、「自らが受け
ることによる自社の持続性や関係するステーク
ホルダーに及ぼす影響」をすべて含む広い捉え
方が必要である。以上を踏まえて、企業のグロ
ーバル展開において国際的に共通の価値基準に
則ったCSRの目指すべき方向を示すと図-2の
ように表せよう。このような方向性に沿った取

組みの例としては、食品業界のグローバル企業
であるネスレのCSRの枠組みが挙げられる。
同社のCSR体系は「コンプライアンス」をベ
ースに「サステナビリティ」の概念を経営の中
核に置き、「共通価値の創造」を会社の使命と
していることが示されており、この実現に向け
ての注力分野が設定され、事業戦略とCSR戦
略とが一体化していることが分かる。

3.グローカルCSR
　それでは企業活動のグローバルな展開の中で
具体的にどのような枠組みでCSRを推進して
いくべきか、それには基本的には次の2つの視
点を持つことが重要と思われる。
① 国際規範（規格、原則、指針）の普遍性（社
会的責任の国際基準）に則ること
② 地域の多様性と価値観を尊重すること
　先進国と途上国とでは法制度や統治レベルに
ついて大きな差があり、それぞれの地域（国）
によって企業活動やCSR推進を受け入れる環
境には相違があるが、既述したように「持続可
能な発展」への貢献という点では共通の責任が
ある。また、国際的に認められた原則やガイド
ラインの尊重ということは広く合意されてお
り、この世界基準は地域、国を超えて普遍的な
ものである。一方、それぞれの地域、国にはそ
れぞれが伝統的にもつ文化、習慣・生活様式、
宗教等があり、他方それぞれが抱える多くの社
会的課題がある。それだけに、世界標準という
名のもとに、一つの価値基準や製品・サービス
を訴求することとは相いれないところもあり、
地域（国）にあった形での対応や社会的取組み
が必要である。循環型社会研究会では、この2
つの視点をもったCSRの取組みを「グローカ
ルCSR」と称し、これが「真のグローバル化」
には欠かせないものと考えている。そして、

グローカルCSRを推進していく枠組みは、地
域（国）のCSR部門の主体的な取組み環境を
整備し、図-3に示すように、本社（部）CSR
部門とそれぞれの地域（国）のCSR部門の役
割を明確にして相互連携をしっかり取っていく
ことが重要と考えている。

4.グローバル展開の中での国内（日本）
での対応
　グローカルCSRの世界的な枠組みの中では
日本もワンオブゼムの１地域（国）として位置
付けられる。この認識に立てば、グローバル化
によって日本企業の海外シフトが進み、国内産
業の空洞化、国内地域の衰退、雇用の場の喪失
等を招くことは、グローカルCSRの基本概念
に反することになる。それだけに、この対応策
としての雇用政策、雇用の維持・創出のための
新事業・事業多角化への挑戦、社内外における
起業支援、地域産業振興への協力・協働などは
国内におけるグローカルCSRの重要課題であ
る。ただ、このようなことは1企業単独で進め
るには限界があるので、複数の企業、公共部門、
NPOとの連携のもとにネットワークを強化し、
持続可能な発展に向けての共通価値の創造とそ
のためのイノベーションを図っていくことが強
く望まれる。

（循環型社会研究会 副代表 田中  宏二郎）

【図- 1　グローバル展開における CSR の視点　出典：田中氏当日配布資料】

【図- 2　グローバル展開において CSR が目指す方向　出典：田中氏当日配布資料】 【図-3　グローカル CSR 推進の構図　出典：田中氏当日配布資料】
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【ポスター：東日本大震災を転機とした創造的復興に向けて 提言「エココミュニティとしての日本再生」】

　2011年の循環ワーカー養成講座でご講演い
ただいた糸長浩司先生から依頼され、日本大学
の学部連携研究推進国際シンポジウムのポスタ
ーセッションに参加しました。

■日程：2013年2月22日
■会場：日本大学生物資源科学部
■発表者：久米谷弘光・大柴研太（事務局）

日本大学の国際シンポジウムのポスターセッションに参加

　循環研が2011年9月に発表した『東日本大震
災を転機とした創造的復興に向けて　提言「エ
ココミュニティとしての日本再生」』をポスタ
ーにして出展しました。来場者からは、今後の
具体的な展開に関して質問が寄せられるなど意
見交換もでき、多くの方に循環研の活動を知っ
てもらえるよい機会になりました。
　シンポジウムでは被災地の現状と復興に向け
ての様々な取組が報告され、「多重連携システ
ムによる超防災型持続可能な地域環境の実現と
日本大学の役割」というテーマでパネルディス
カッションが行われました。

（エココミュニティ WSリーダー　久米谷弘光）

【ポスターセッションの様子】

　エココミュニティワークショップ報告

　私が棚田・森づくりワークショップのリーダ
ーになってから2期経過しました。今年も、ゴ
ールデンウィーク中の5月4日（金）の田植え
に始まり、6月3日（日）、7月1日（日）、8月5
日（日）の3度の草刈り、9月2日（日）の稲
刈り、10月28日（日）の収穫祭で2012年度の
活動を終了しました。今年度も皆様のご協力の
おかげで無事おいしいお米を収穫する事が出来
ました。
　田植えは12名の参加がありましたが、その
後の草刈りと稲刈りは1〜4名と少なくなり、
最後の収穫祭はお休みとなってしまいました。
また、草刈りに参加して下さるメンバーはほぼ
特定の数名となってしまっています。来年度は
新たに参加してくれるメンバーの巻き込み方法
を考え、活動していく予定です。具体的には、
例えば草刈り終了後の楽しいイベント等を考え
る。また、東京から車で2〜3時間かかってし
まうのも参加しづらい原因と考えますので、交
通手段の確保も考えます。
　現在、棚田で収穫したお米はワークショップ
参加者で分け合っていますが、収穫したお米の
楽しい活用方法を考えるのも新たなメンバーを

獲得するために有効だと考えています。棚田で
収穫出来るお米の量はそれほど大量では無いの
で利用方法は限定されてしまうと思いますがい
ろいろな可能性を探っていくつもりです。例え
ば、少量のお米でも日本酒を作ってくれる酒造
メーカーがあり、日本酒になるということであ
れば個人的にもがぜんモチベーションが上がる
気がします（笑）。
　2013年度もよろしくお願いします。

（棚田・森づくりWSリーダー　羽山和行）

【稲刈りの様子】

　棚田・森づくりワークショップ報告


